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○ 上限を固定した上での保険料の引上げ
（最終保険料（率）は国民年金17,000円（2004年度価格）、厚生年金18.3％）

※産前産後期間の保険料免除による保険料の引上げ100円分含む（国民年金）

○ 負担の範囲内で給付水準を自動調整する仕組み（マクロ経済スライド）の導入

○ 積立金の活用 （おおむね100年間で財政均衡を図る方式とし、財政均衡期間の終了時に給付費１年分程度の
積立金を保有することとし、積立金を活用して後世代の給付に充てる）

○ 基礎年金国庫負担の２分の１への引上げ

財政検証

少なくとも５年ごとに、

○ 財政見通しの作成

○ 給付水準の自動調整（マクロ経済スライド）の開始・終了年度の見通しの作成

を行い、年金財政の健全性を検証する

→ 次の財政検証までに所得代替率（※）が５０％を下回ると見込まれる場合には、

給付水準調整の終了その他の措置を講ずるとともに、給付及び負担の在り方につ

いて検討を行い、所要の措置を講ずる

平成16（2004）年年金制度改正における年金財政のフレームワーク

人口や経済の動向

※所得代替率… 公的年金の給付水準を示す指標。現役男子の平均手取り収入額に対する年金額の
  比率により表される。

 所得代替率 ＝（夫婦２人の基礎年金 ＋ 夫の厚生年金）／ 現役男子の平均手取り収入額
2024年度： ６１．２％ １３．４万円   ９．２万円 ３７．０万円

財政検証について

1注： 所得代替率に用いる年金額は、平成16年改正法附則第2条の規定に基づき前年度までの実質賃金上昇率を全て反映したもの。



実質
<対物価>

スプレッド
<対賃金>

高成長実現
ケース

中長期試算
成長実現

ケースに接続
１.４ ％ ２.０ ％ ２.０ ％ ３.４ ％ １.４ ％ １.６ ％ ２.３ ％

成長型経済
移行・継続

ケース

中長期試算
参考ケース

に接続
１.１ ％ ２.０ ％ １.５ ％ ３.２ ％ １.７ ％ １.１ ％ １.８ ％

過去３０年
投影ケース

成長率ベースラ
イン・労働参加
漸進シナリオ

０.５ ％ ０.８ ％ ０.５ ％ ２.２ ％ １.７ ％ ▲０.１％ ０.７ ％

１人当たり
ゼロ成長
ケース

一人当たりゼロ
成長・労働参加
現状シナリオ

０.２ ％ ０.４ ％ ０.１ ％ １.４ ％ １.３ ％ ▲０.７％ ０.１ ％

成長実現・
労働参加進展

シナリオ

中長期試算
ベースライン
ケースに接続

実質経済成長率
人口１人当たり

実質経済成長率

将来の経済状況の仮定 ＜長期の経済前提＞ 参考（推計結果）

労働力率
全要素生産性
(TFP)上昇率

物価上昇率
賃金上昇率

（実質<対物価>）

運用利回り

＜人口の前提＞
「日本の将来推計人口」（2023年4月、
国立社会保障・人口問題研究所）

出生率：高位・中位・低位
死亡率：高位・中位・低位
入国超過数：

25万人、16.4万人、6.9万人

＜労働力の前提＞ 
「労働力需給の推計」（2024年３月、
独立行政法人 労働政策研究・研修機構）
①労働参加進展シナリオ
②労働参加漸進シナリオ
③労働参加現状シナリオ

＜経済の前提＞
社会保障審議会年金部会「年金財
政における経済前提に関する専門委
員会」で設定（2024年4月）
①高成長実現ケース
②成長型経済移行・継続ケース
③過去30年投影ケース
④１人当たりゼロ成長ケース

合計特殊出生率 平均寿命 入国超過数
2020年 2070年

 （実績）
2020年 2070年

 （実績）

    

2016～2019年 ～2040年
（実績の平均）   入国超過数（一定）

高位：1.64
  1.33 中位：1.36

低位：1.13

高位
（余命の伸び小）

中位

低位
（余命の伸び大）

 25万人
16.4万人 16.4万人

6.9万人

※2041年以降は2040年の
総人口に対する比率を固定

令和６(2024)年財政検証の諸前提

就業者数 就業率

労働参加進展：6,734万人
6,724万人 労働参加漸進：6,375万人

労働参加現状：5,768万人

労働参加進展：66.4％
60.9％ 労働参加漸進：62.9％

労働参加現状：56.9％

2022年 2040年
（実績）

2022年 2040年
（実績）

※15歳以上人口に占める割合

＜社会・経済状況に関する諸前提＞
財政検証においては、将来の社会・経済状況について一定の前提を置く必要があるが、将来は不確実であるため、幅広い複数のケース
を設定している。財政検証の結果についても、複数のケースを参照し幅広く解釈する必要がある。
※ なお、現行制度に基づく財政検証は、令和6年10月に施行される適用拡大（企業規模要件100人超→50人超）等の影響を織り込んでいる。
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男性：81.58
女性：87.72

84.56
90.59

87.22
93.27

85.89
91.94



給付水準の調整終了年度と最終的な所得代替率の見通し （令和６(2024)年財政検証）
－ 幅広い複数ケースの経済前提における見通し －

足下の所得代替率※（2024年度）

将来の所得代替率

高成長実現ケース  ５６．９％ （2039）

成長型経済移行・継続ケース ５７．６％ （2037）

過去30年投影ケース ５０．４％ （2057）

50%

高

低

１人当たりゼロ成長ケース

55%
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※ 公的年金の給付水準を示す指標。現役男子の平均手取り収入額に対する年金額の比率により表される。

所得代替率 ＝（夫婦２人の基礎年金 ＋ 夫の厚生年金）／ 現役男子の平均手取り収入額
2024年度： ６１．２％         １３．４万円       ９．２万円 ３７．０万円

注： 所得代替率に用いる年金額は、平成16年改正法附則第２条の規定に基づき前年度までの実質賃金上昇率を全て反映したもの。

実質経済成長率
2034年度以降30年平均

成長実現・
労働参加
進展

成長率
ベースライ

ン・労働参
加漸進

一人当た
りゼロ成

長・労働参
加現状

労働力
の前提 

実質賃金上昇率 ：２．０％
実質的な運用利回り（スプレッド）：１．４％

実質賃金上昇率 ：１．５％
実質的な運用利回り（スプレッド）：１．７％

実質賃金上昇率 ：０．５％
実質的な運用利回り（スプレッド）：１．７％

実質賃金上昇率 ：０．１％
実質的な運用利回り（スプレッド）：１．３％

 ・ 機械的に給付水準調整を続けると、国民年金は2059年度に積立金がなくなり完全な賦課方式に移行。その後、保険料と
国庫負担で賄うことのできる給付水準は、所得代替率37％～33％程度（機械的に基礎、比例ともに給付水準調整を続け
た場合、2059年度時点の所得代替率は50.1％）。

 ・ 2059年度時点でマクロ経済スライドの未調整分は▲21.7％。仮にマクロ経済スライドの名目下限措置を撤廃し、機械的に
給付水準調整を続けた場合（経済変動あり）、給付水準調整終了後の所得代替率は45.3％（調整終了年度は2063年度）。

６１．２％

※ 給付水準調整終了後の所得代替率であり、（ ）内は給付水準の調整終了年度である。

比例： 25.0％ 
基礎： 36.2％ 

比例： 25.0％ （調整なし）
基礎： 31.9％ （2039）

比例： 25.0％ （調整なし）
基礎： 32.6％ （2037）

比例： 24.9％ （2026）
基礎： 25.5％ （2057）

▲０．７％

▲０．１％

１．１％

１．６％

※ 最低賃金が2030年代半ばに1,500円（全国加重平均）となった場合、短時間労働者の厚生年金適用が増加する効果により基礎年金に係る所得代替率はさらに上昇。
（高成長実現ケース：＋０．４％ポイント、成長型経済移行・継続ケース：＋０．４％ポイント、過去30年投影ケース：＋０．３％ポイント）

注１：試算における人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位、入国超過数16.4万人）。
注２：高成長実現ケースの実質経済成長率や実質賃金上昇率は成長型経済移行・継続ケースより高いものの、賃金を上回る実質的な運用利回り（スプレッド）が低いため、

所得代替率は成長型経済移行・継続ケースより低くなっている。なお、平成26（2014）年財政検証においても同様の結果が生じている。



所得代替率

ケースⅡ ５１．６％ （ 2046(令和28) 年度） ｛基礎：26.6％(2046)、比例：25.0％(2023)｝ ０．６％

ケースⅠ ５１．９％ （ 2046（令和28） 年度） ｛基礎：26.7％(2046)、比例：25.3％(調整なし)｝ ０．９％

ケースⅢ ５０．８％ （ 2047(令和29) 年度） ｛基礎：26.2％(2047)、比例：24.6％(2025)｝ ０．４％

ケースⅣ （ ５０．０％ ） （ 2044（令和26） 年度）                                                                            ０．２％

 （注）４６．５％   （ 2053（令和35） 年度） ｛基礎：23.4％(2053)、比例：23.1％(2030)｝ 

50%

45%

高

低

経済前提
給付水準調整終了後の標準
的な厚生年金の所得代替率

給付水準調整の
終了年度

ケースⅥ （ ５０．０％ ） （ 2043（令和25） 年度） （機械的に基礎、比例ともに給付水準調整を続けた場合）   ▲０．５％

（※）機械的に給付水準調整を続けると、国民年金は2052年度に積立金がなくなり完全な賦課方式に移行。
その後、保険料と国庫負担で賄うことのできる給付水準は、所得代替率38％～36％程度。

40%

55%

ケースⅤ （ ５０．０％  ） （ 2043(令和25) 年度）  ０．０％

 （注）４４．５％   （ 2058(令和40) 年度）   ｛基礎：21.9％(2058)、比例：22.6％(2032)｝ 

注：所得代替率50％を下回る場合は、50％で給付水準調整を終了し、給付及び負担の在り方について検討を行うことと
されているが、仮に、財政のバランスが取れるまで機械的に給付水準調整を進めた場合。 4

給付水準の調整終了年度と最終的な所得代替率の見通し（2019（令和元）年財政検証）
－ 幅広い複数ケースの経済前提における見通し（人口の前提：出生中位、死亡中位） －

※ 所得代替率  … 公的年金の給付水準を示す指標。現役男子の平均手取り収入額に対する年金額の比率により表される。

所得代替率 ＝（夫婦２人の基礎年金 ＋ 夫の厚生年金）／ 現役男子の平均手取り収入額
2019年度： ６１．７％         １３．０万円        ９．０万円 ３５．７万円

経済成長率
（実質）

2029年度以降
20～30年

経済成長と労
働参加が進ま
ないケース

内閣府試算
のベースラ
インケース
に接続

経済成長と労
働参加が一
定程度進む
ケース

内閣府試算
のベースラ
インケース
に接続

経済成長と
労働参加が
進むケース

内閣府試
算の成長
実現ケース
に接続



所得代替率及びモデル年金の将来見通し （令和６（2024）年財政検証）

単位：万円（月額）
※物価上昇率で2024年度に割り戻した実質額
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※ 上の図は、新規裁定者の年金について表したもの。既裁定者の年金額は物価で改定されるため、物価上昇率＜名目賃金上昇率となる場合は、そのときどきの現役世代の所得に対する比率は下がる。

※ 所得代替率に用いる年金額は、平成16年改正法附則第2条の規定に基づき前年度までの実質賃金上昇率を全て反映したもの。

※ 試算における人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位、入国超過数16.4万人）。

現
役
男
子
の

手
取
り
収
入 夫婦：基礎

夫：比例

報酬比例は
2025年度以降

調整不要
次の財政検証

現
役
男
子
の

手
取
り
収
入

夫婦の年金額

夫：比例

夫婦：基礎

次の財政検証
基礎年金の
調整終了

成長型経済移行・継続ケース（実質賃金上昇率（対物価）１．５％）

過去30年投影ケース（実質賃金上昇率（対物価）０．５％）

夫婦の年金額

所
得
代
替
率

所
得
代
替
率

報酬比例の
調整終了
2026年度

基礎年金の
調整終了



改善の要因
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社会経済状況の変化 （令和元(2019)年財政検証 ⇒ 令和６(2024)年財政検証）

要素 社会経済の変化 年金財政への影響

人口（中位推計）
※ 日本の将来推計人口

（Ｒ5.4 国立社会保障人口問題研究所）

前回 今回
合計特殊出生率の仮定（2070） １．４４ ⇒ １．３６
外国人の入国超過数の仮定  ７万人 ⇒ １６万人 （/年）
高齢化率の見通し ３８．４％ (2065) ⇒ ３８．７％ (2070)

限定的

労働力
※ 労働力需給の推計

（R6.3(独)労働政策研究・研修機構）

労働参加進展シナリオ 労働参加漸進シナリオ

プラス    前回(2040)        今回(2040)

就業者数 6,024万人 ⇒ 6,734 万人
就業率（15歳～） 60.9％ ⇒ 66.4％

    前回(2040)        今回(2040)

就業者数 5,644万人 ⇒ 6,375 万人
就業率（15歳～） 57.0％ ⇒ 62.9％

経済
※年金財政におけ

る経済前提に関
する専門委員会

（R6.4検討結果の
報告）

前回
（ケースⅢ）

今回
（成長型経済

移行・継続ケース）

前回
（ケースⅢ）

今回
（過去30年投影ケース）

成長型経済
移行 ・ 継続

過去30年投影

実質賃金上昇率
【長期の前提】

１．１％ ⇒ １．５％ １．１％ ⇒ ０．５％
プラス マイナス

実質的な運用利回
り（対賃金）

【長期の前提】

１．７％ ⇒ １．７％ １．７％ ⇒ １．７％ ー ー

＜将来の仮定＞ ・・・ 実績の趨勢等を踏まえ見直し

要素 社会経済の変化 年金財政への影響

被保険者数
前回検証の見通し 実績見込み

厚生年金被保険者 ４,４２５万人 ⇒ ４,６８３万人 ※支え手の増加
第３号被保険者  ７６２万人 ⇒  ７０１万人 被扶養者の減少

プラス

収支差引残（運用収入除く） 厚生年金＋国民年金： ▲１．５兆円 ⇒ ０．３兆円 ※赤字脱却 プラス

積立金残高（年度末） 厚生年金＋国民年金：  ２２１兆円 ⇒ ２９１兆円 ※約７０兆円増 プラス

＜足下（2023年度）の財政状況＞
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（注） 積立金残高は、短期的な時価の変動を平滑化したもの。



成長型経済移行・継続ケース（労働参加進展）
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被保険者数の実績と見通し （令和６(2024)年財政検証）

○ 公的年金被保険者に占める厚生年金被保険者の割合は、過去上昇してきており、将来も上昇する見通し。

○ このため、今後受給者となる世代の65歳到達時点の厚生年金期間の平均は延伸が見込まれ、平均年金額

の上昇要因となる。

過去30年投影ケース（労働参加漸進）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

（万人）
実績 見通し

2024

(2020)

1,449万人
(21%)

793万人
(12%)

(2010)

1,938万人
(28%)

1,005万人
(15%)

(2030)

1,127万人
(17%)

539万人
(8%)

(2040)

864万人
(15%)

371万人
(6%)

(2050)

772万人
(15%)

337万人
(6%)

労働参加の進展に伴い
被保険者に占める
２号の割合が増加

厚
生
年
金
被
保
険
者

第
１
号

第
３
号

1,153万人
(16%)

2,154万人
(31%)

(2000)

3,742万人
(53%)

3,883万人
(57%)

4,513万人
(67%)

4,872万人
(75%)

4,710万人
(79%)

4,140万人
(79%)

(2070)

632万人
(15%)

269万人
(6%)

3,406万人
(79%)

（注） 人数は年度間平均。ただし、実績は年度末値。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

（万人）
実績 見通し

2024

(2020)

1,449万人
(21%)

793万人
(12%)

(2010)

1,938万人
(28%)

1,005万人
(15%)

(2030)

1,180万人
(18%)

554万人
(9%)

(2040)

986万人
(17%)

421万人
(7%)

(2050)

881万人
(17%)

385万人
(7%)

厚
生
年
金
被
保
険
者

第
１
号

第
３
号

1,153万人
(16%)

2,154万人
(31%)

(2000)

3,742万人
(53%)

3,883万人
(57%)

4,513万人
(67%)

4,783万人
(73%)

4,460万人
(76%)

3,921万人
(76%)

(2070)

722万人
(17%)

307万人
(7%)

3,224万人
(76%)

労働参加の進展に伴い
被保険者に占める
２号の割合が増加
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（出所）「労働力調査」（総務省）、「労働力需給の推計」（ＪＩＬＰＴ）、「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）
注１：試算における人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位、入国超過数16.4万人）。

注２： 2040年以降の就業者数は、労働力需給の推計、日本の将来推計人口を基に数理課において推計。
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労働参加が進むケース（前回）

労働参加進展シナリオ

労働参加漸進シナリオ

労働参加現状シナリオ

実績

65歳以上人口

（万人）

【2023（実績）】
6,747万人

65歳以上人口
  ：

 就業者数

１
  

  約１．９

１
  

  約１．５

（2023年） （2060年*）

*2060年は労働参加進展シナリオ

【2040】

【2060】

＜就業者数＞

＜65歳以上人口＞

就業者数と65歳以上人口の推移



年金額分布推計
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88.7

85.2

82.8
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80.7

10.5

10.1

13.3

16.2

18.1

17.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2004年度生

〈20歳〉

1994年度生

〈30歳〉

1984年度生

〈40歳〉

1974年度生

〈50歳〉

1964年度生

〈60歳〉

1959年度生

〈65歳〉

厚生年金期間中心 １号期間中心 ３号期間中心 中間的な経歴

現役時代の経歴類型の変化（性、生年度別）
ー現行制度ー

○ 労働参加の進展により、若年世代ほど、厚生年金期間中心の者が増加し、１号期間中心や３号期間中心の者が減少する見
通し。
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厚生年金の被保険者期間分布の変化（生年度別）
ー現行制度、女性ー

○ 労働参加の進展により、若年世代ほど厚生年金の被保険者期間の長い者が増加する見通し。
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1974年度生
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1994年度生

<30歳>

年金額の将来見通し （令和６（2024）年財政検証 年金額分布推計）

14.9 14.1 14.1 14.7

9.3 9.8 9.9 10.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2024 2039 2049 2059

（万円）

男性

女性

100 

95 94 

99 

105 107 

115 

90

100

110

120

130

2024 2039 2049 2059

平均年金額（男性）

平均年金額（女性）

モデル年金

実質賃金

1959生
<65歳>

1974生
<50歳>

1984生
<40歳>
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年金月額の分布

○ 年金額（物価上昇率で2024年度に割り戻した実質額）は、実質賃金上昇と、労働参加の進展による厚生年金の加入期間の延伸が上昇要因とな
る一方、マクロ経済スライド調整が低下要因となる。過去30年投影ケースでは、マクロ経済スライド調整期間におけるモデル年金（特に基礎年
金）は物価の伸びを下回るものの、女性の平均年金額は、労働参加の進展に伴う厚生年金の加入期間の延長により物価の伸びを上回って上
昇し、概ね賃金と同等の伸びとなる見通し。低年金も減少していく見通し。

過去30年投影ケース（実質賃金上昇率（対物価）０．５％）

調整終了
2057

男
性

女
性

平均年金額【1人分】
（65歳）

労働参加の進展による厚生年金
の加入期間の延伸を反映

※１ 試算における人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位、入国超過数16.4万人）。

※２ モデル年金については、平成16年改正法附則第2条の規定に基づき前年度までの実質賃金上昇率を全て反映したもの。

※年金額は物価上昇
率で2024年度に割り

戻した実質額。

※年金額は物価上昇
率で2024年度に割り

戻した実質額。

※年金額は物価上昇
率で2024年度に割り

戻した実質額。

※物価上昇率で2024年度に割り戻した

実質的な年金額をもとに作成。



将来を見通すこと
（予測と投影）
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「年金財政における経済前提に関する専門委員会 報告書」より抜粋

２．財政検証に用いる経済前提の基本的な考え方

（３） 将来の社会・経済状況は不確実であり、長期の予測には限界がある。このため、財政検証の
結果は、人口や経済を含め た将来の状況を正確に見通す予測（forecast）というよりも、人口や経
済等に関して現時点で得られるデータを一定のシナリオ に基づき将来の年金財政へ投影
（projection）するものという性格に留意が必要である。この性格を踏まえると、財政検証の将 来
見通しは、一定のシナリオを基に長期の平均的な姿を描いたものと解釈すべきであり、経済前提
は、長期的に妥当と考えら れる複数のシナリオを幅広く想定した上で、長期の平均的な姿として
複数ケースの前提を設定すべきものである。また、財政 検証の結果についても幅を持って解釈す
る必要がある。 さらに、長期の経済前提を設定するに当たっては、財政検証が概ね 100 年にわ

たる超長期の推計であることを踏まえ、足下の一時的な変動にとらわれず超長期の視点に立ち
妥当と考えられる範囲において設定する必要がある。
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～いっしょに検証 公的年金 第8話～ より抜粋
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１．被用者保険の更なる適用拡大
①：被用者保険の適用対象となる企業規模要件の廃止と５人以上個人事業所に係る非適用業種の解消を行う場合

（約90万人）

②：①に加え、短時間労働者の賃金要件の撤廃又は最低賃金の引上げにより同等の効果が得られる場合
（約200万人）

③：②に加え、 ５人未満の個人事業所も適用事業所とする場合
（約270万人）

④：所定労働時間が週10時間以上の全ての被用者を適用する場合
（約860万人）

２．基礎年金の拠出期間延長・給付増額
基礎年金の保険料拠出期間を現行の40年（20～59歳）から45年（20～64歳）に延長し、拠出期間が伸びた分に合わせて

基礎年金が増額する仕組みとした場合

３．マクロ経済スライドの調整期間の一致
基礎年金（１階）と報酬比例部分（２階）に係るマクロ経済スライドの調整期間を一致させた場合

４．在職老齢年金制度
就労し、一定以上の賃金を得ている65歳以上の老齢厚生年金受給者を対象に、当該老齢厚生年金の一部または全部の

支給を停止する仕組み（在職老齢年金制度）の見直しを行った場合

５．標準報酬月額の上限
厚生年金の標準報酬月額の上限（現行65万円）の見直しを行った場合

オプション試算の内容



参考資料
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（出所）社会保障審議会人口部会資料 (令和４年10月31日)、人口推計 各年
10月1日現在人口（総務省）より作成
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1.8

2.0
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実 績

出所 ： 実績は厚生労働省「人口動態統計」、仮定値は国立社会保障・人口問題
研究所「日本の将来推計人口」

令和２年
（2020）

令和３年
（2021）

令和４年
（2022）

令和５年
（2023）

令和６年
（2024） (2070)

中位推計

1.33

1.30 1.25 1.23 1.27 1.36

高位推計 1.46 1.39 1.37 1.43 1.64

低位推計 1.17 1.11 1.09 1.12 1.13

実 績 1.33 1.30 1.26 1.20

R５年推計（高位）

R５年推計（低位）

1.64

1.36

1.13

H29年推計（中位） 1.44

※ 前回推計（H29推計）の2065年の合計特殊出生率は、高位1.65、低位1.25。

R５年推計（中位）

外国人の入国超過数合計特殊出生率

19

将来推計人口（令和５年推計）の仮定と実績の推移



平均寿命、65歳平均余命の仮定と実績の推移

男性 女性

実績
R5推計
（中位）

実績
 －推計

実績
R5推計
（中位）

実績
 －推計

2015 80.75 - 86.99 -
2020 81.56 81.58 -0.02 87.71 87.72 -0.01
2021 81.47 81.48 -0.01 87.57 87.58 -0.01
2022 81.05 81.27 -0.22 87.09 87.34 -0.25
2023 81.09 81.75 -0.66 87.14 87.82 -0.68
2024 81.88 87.94
2025 81.99 88.06

… …

2070 85.89 91.94

【平均寿命】
男性 女性

実績
R5推計
（中位）

実績
 －推計

実績
R5推計
（中位）

実績
 －推計

2015 19.41 - 24.24 -
2020 19.97 19.98 -0.01 24.88 24.88 0.00
2021 19.85 19.87 -0.02 24.73 24.75 -0.02
2022 19.44 19.61 -0.17 24.30 24.50 -0.20
2023 19.52 20.05 -0.53 24.38 24.88 -0.50
2024 20.13 24.98
2025 20.22 25.08

… …

2070 23.14 28.36

【65歳平均余命】（年） （年）

実績（男性） , 
81.09

81.75

実績（女性） , 
87.14

87.82

80.85

86.90

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

実績

男性（ R5推計 中位）
女性（ R5推計 中位）
男性（ R5推計 高位）
女性（ R5推計 高位）

実績（男性） , 
19.52

実績（女性） , 
24.38

20.05

24.88

19.42

24.14
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

実績

男性（ R5推計 中位）
女性（ R5推計 中位）
男性（ R5推計 高位）
女性（ R5推計 高位）

20注．実績は「生命表（簡易生命表、完全生命表）」（厚生労働省）、見通し（推計）は「日本の将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所）より作成。



出生率の前提が
変化した場合

死亡率の前提が
変化した場合

出生中位
高成長実現 ・ ・ 過去30年投影

56.9％(2039) ・ 57.6％(2037) ・ 50.4％(2057)

出生高位
58.5％(2035) ・ 59.0％(2034) ・ 53.0％(2049)

人口の前提が変化した場合の影響 （令和６(2024)年財政検証）
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※ 給付水準調整終了後の所得代替率の変化を示したもの。 （ ）内は給付水準の調整終了年度

外国人の入国超過数の前提が
変化した場合

合計特殊出生率 平均寿命 外国人の入国超過数

将来の仮定

2020年 2070年 2020年 2070年
 

    

～2040年（一定）  

直近の実績
2022年 1.26 （1.25）
2023年 1.20 （1.23）

※（ ）内は中位の仮定値

    2022年

※（ ）内は中位の仮定値

2022年 19.1万人 （16.4万人）
2023年 24.0万人 （16.4万人）

※（ ）内は仮定値

1.33

高位 中位 低位
（余命の伸び小） （余命の伸び大）

※2041年以降は2040年の
総人口に対する比率を固定

高位：1.64
中位：1.36
低位：1.13

男性：81.58
女性：87.72

84.56
90.59

85.89
91.94

87.22
93.27

 25万人
16.4万人
6.9万人

男性：81.05
女性：87.09

81.27
87.34

出生低位
55.5％(2043) ・ 56.4％(2041) ・ 46.8％(2065)

死亡中位
高成長実現 ・ ・ 過去30年投影

56.9％(2039) ・ 57.6％(2037) ・ 50.4％(2057)

入国超過数：16.4万人
高成長実現 ・ ・ 過去30年投影

56.9％(2039) ・ 57.6％(2037) ・ 50.4％(2057)

死亡低位（余命の延び大）
55.2％(2043) ・ 56.0％(2042) ・ 46.6％(2067)

入国超過数：6.9万人
55.9％(2040) ・ 56.6％(2039) ・ 47.7％(2062)

死亡高位（余命の延び小）
58.5％(2035) ・ 59.2％(2033) ・ 53.0％(2049)

入国超過数：25万人
57.8％(2039) ・ 58.5％(2037) ・ 52.0％(2053)

+1.6％ ・ +1.6％ ・ +2.6%
（▲４年 ・ ▲４年 ・ ▲８年）

+0.9％ ・ +0.9％ ・ +1.6%
（ ー ・ ー ・ ▲４年）

+1.6％ ・ +1.4％ ・ +2.6%
（▲４年 ・ ▲３年 ・ ▲８年）

▲1.4％ ・ ▲1.2％ ・ ▲3.6%
（＋４年 ・ ＋４年 ・ ＋８年）

▲1.7％ ・ ▲1.7％ ・ ▲3.8%
（＋４年 ・ ＋５年 ・ ＋１０年）

▲1.1％ ・ ▲1.0％ ・ ▲2.7%
（＋１年 ・ ＋２年 ・ ＋５年）

成長型経済
移行・継続

成長型経済
移行・継続

成長型経済
移行・継続
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基礎データ、推計方法等

《基礎データ》
2021年度末の個人単位の被保険者記録（５分の１抽出）

《推計対象及び期間》
昭和34（1959）年度生（2024年度に65歳）～平成16（2004）年度生（2024年度に20歳）の者

の65歳時点の個人の老齢年金額等

※ 老齢年金額は、繰上げ、繰下げを選択せず65歳で裁定した場合の本来額（基礎年金（振替加算を含む）、
報酬比例、経過的加算及び付加年金の合計。加給年金は除外。）を算定。障害年金、遺族年金を受給して
いない場合の老齢年金額を算定。また、障害基礎年金の受給者及び国外在住等により日本の公的年金の加入
期間が20年に満たない者は対象外。

《推計方法等》
○ 2021年度末時点の個人単位の被保険者記録をシミュレーションの始点とし、個人毎に加入制度、
被保険者種別等の遷移、第１号被保険者の場合には保険料の免除、納付状況の遷移、厚生年金被保
険者の場合には標準報酬の推移等をシミュレーションし、シミュレーションにより得られた65歳
到達年度末時点の被保険者記録に基づき、老齢年金の年金額を計算。

○ 令和６（2024）年財政検証と整合的になるよう、毎年度、次の項目が財政検証結果と一致する
ように試算。

・加入制度、被保険者種別別の被保険者数（性・年齢別）
・第１号被保険者の総納付月数の総計（性・年齢別）
・厚生年金被保険者の標準報酬総額の総計（性・年齢別）



年金額分布推計のシミュレーションの方法（財政検証と連携）

○ 公的年金被保険者に占める第２号被保険者数や割合は、過去増加してきており、将来も増加する見通し。このため、今後受
給者となる世代の65歳到達時点の平均２号期間は、延伸することが財政検証において見込まれている。

○ そのような被保険者数の将来推計を前提に、年金額分布の将来推計を実施。
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【実績】
労働参加の進展に伴い、２号被保険者数が増加し、

被保険者に占める２号の割合が上昇。
【将来推計】
実績の傾向を踏まえ、さらに労働参加が進展。被保

険者に占める２号の割合は、更なる上昇が見込まれる。
2号の割合 57％（2010）→ 79％（2040）

※「日本の将来推計人口」（2023年4月）や「労働力需給
の推計」（2024年3月）等に基づき推計

⇒ 今後、受給者となる世代の２号期間は延伸

（万人）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

１～３号被保険者数の実績と見通し（労働参加進展）

実績 見通し

2024

(2020)

1,449万人
(21%)

4,513万人
(67%)

793万人
(12%)

(2010)

1,938万人
(28%)

3,883万人
(57%)

1,005万人
(15%)

(2030)

1,127万人
(17%)

4,872万人
(75%)

539万人
(8%)

(2040)

864万人
(15%)

4,710万人
(79%)

371万人
(6%)

(2050)

772万人
(15%)

4,140万人
(79%)

337万人
(6%)

労働参加の進展に伴い
被保険者に占める
２号の割合が増加

第
２
号

第
１
号

第
３
号

財政検証（マクロ試算）

上記、財政検証の枠組みの中、個々人の年金加入履
歴（誰が制度間を移動するか等）をシミュレーション
し、将来の年金額の分布を推計する。
⇒ ２号期間の延伸に伴い、平均年金額の上昇、低

年金の減少が見込まれる。

※ ２号被保険者の標準報酬総額や１号被保険者の納付月
数計についても財政検証の枠組みの中、個々人の報酬履
歴や納付履歴をシミュレーション

年金額分布推計（ミクロ試算）

（注）人数は年度間平均。ただし、実績は年度末値。また、「第２号」には65歳以上の厚生年金被保険者を含む。



年金額分布推計のシミュレーションの方法（個人単位の加入履歴）

○ 将来における個々人の老齢年金額の分布状況を推計するため、（１）2021年度末時点における、2021年度までの個人単位
での公的年金加入履歴（実績）を出発点とし、（２）65歳到達年度までの毎年度の加入制度、標準報酬（第２号被保険者の場
合）等の変遷を、実績の状況に基づいてシミュレーションすることで、各個人の65歳到達年度末時点での老齢年金額を計算。
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【推計開始＝2021年度】 【2022年度】

・・・

【65歳到達年度】

・・・

年金額分布を集計

（１）実績 （２）シミュレーション

年金額

割
合

※令和６（2024）年財政検証と整合的になるよう、毎年度、加入制度別の被保険者数や、１号被保険
者の総納付月数、２号被保険者の標準報酬総額が、性・年齢別に、財政検証結果と一致するように試算。

＜個人単位のデータの例＞
【年度末の状況】
・性 □□
・年齢 ○○歳
・現在の加入制度 第○号被保険者
・（第１号の場合）
納付・免除の状況 ○○

・（第２号の場合）
年間の総報酬額 ○○○万円

【過去の加入歴】
・第１号期間 ○年

納付 ○年
未納 ○年
免除 ○年 等

・第２号期間 ○年
その期間の平均標報 ○○万円

・第３号期間 ○年

【年度末の状況】
・性 □□
・年齢 △△歳
・現在の加入制度 第△号被保険者
・（第１号の場合）
納付・免除の状況 △△

・（第２号の場合）
年間の総報酬額 △△△万円

【過去の加入歴】
・第１号期間 △年

納付 △年
未納 △年
免除 △年 等

・第２号期間 △年
その期間の平均標報 △△万円

・第３号期間 △年

【年度末の状況】
・性 □□
・年齢 ××歳
・現在の加入制度 第×号被保険者
・（第１号の場合）
納付・免除の状況 ××

・（第２号の場合）
年間の総報酬額 ×××万円

【過去の加入歴】
・第１号期間 ×年

納付 ×年
未納 ×年
免除 ×年 等

・第２号期間 ×年
その期間の平均標報 ××万円

・第３号期間 ×年

実績データに基づいて次年度の
加入制度等をシミュレーション

・・・

65歳時点での過去の加入歴（2021年度
までの実績＋2022年度以降のシミュ
レーション結果）に基づいて、
年金額を計算
（賃金再評価、年金額改定も考慮）

年度末の状況に応じて
過去の加入歴を更新

毎年度の
変遷を
シミュレ
ーション
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厚生年金の被保険者期間分布の変化（生年度別）
ー現行制度、男性ー

○ 労働参加の進展により、若年世代ほど厚生年金の被保険者期間の長い者が増加する見通し。
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年金額の将来見通し （令和６（2024）年財政検証 年金額分布推計）
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平均年金額【1人分】
（65歳）
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平均年金額（男性）

平均年金額（女性）

モデル年金

実質賃金

1959生
<65歳>

1974生
<50歳>

1984生
<40歳>

1994生
<30歳>

年金の伸び

○ 年金額（物価上昇率で2024年度に割り戻した実質額）は、実質賃金上昇と、労働参加の進展による厚生年金の加入期間の延伸が上昇要因とな
る一方、マクロ経済スライド調整が低下要因となる。成長型経済移行・継続ケースでは、実質賃金上昇率が高いことからマクロ経済スライド調整
期間においてもモデル年金、平均年金額は物価の伸びを上回って上昇し、低年金も減少していく見通し。

2024年度
時点の年齢

調整終了
2037
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※１ 試算における人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位、入国超過数16.4万人）。

※２ モデル年金については、平成16年改正法附則第2条の規定に基づき前年度までの実質賃金上昇率を全て反映したもの。

労働参加の進展による厚生年金
の加入期間の延伸を反映

成長型経済移行・継続ケース（実質賃金上昇率（対物価）１．５％）
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年金月額の分布

男
性

女
性

※年金額は物価上昇
率で2024年度に割り

戻した実質額。

※物価上昇率で2024年度に割り戻した

実質的な年金額をもとに作成。

※年金額は物価上昇
率で2024年度に割り

戻した実質額。

※年金額は物価上昇
率で2024年度に割り

戻した実質額。



性別・年齢階級別にみた就業率の変化と今後の見通し

近年、女性や高齢者の労働参加が大きく進展しており、将来推計においても一層の
労働参加が見込まれている。 ⇒少子高齢化の影響を緩和

（注）2012年、2023年の値は実績値。 2040年の値は（独）労働政策研究・研修機構による「2024年３月 労働力需給の推計（労働参加進展シナリオ）」の推計値。
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2040年(2024年推計) 2023年 2012年

2023年現在 → 2040年（2024年推計）           [前回推計]

就業者総数 6,747万人 → 6,734万人 [6,024万人]

15歳以上人口に占める就業者の割合 61.2％  → 66.4％  [60.9％]
27
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（出所）「労働力調査」（総務省）、「労働力需給の推計」（ＪＩＬＰＴ）、「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）
注１：試算における人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位、入国超過数16.4万人）。

注２： 2040年以降の就業者数は、労働力需給の推計、日本の将来推計人口を基に数理課において推計。
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＜就業者数＞

＜20～64歳人口＞

＜20～69歳人口＞

＜20～59歳人口＞

・ 就業者数は、現在、20～64歳人口とほぼ同数であるが、 10年前は20～59歳人口と同数であった。

・ 労働参加進展シナリオは、2040年に就業者数が20～69歳人口と同数となるシナリオ。

就業者数と、 20～59歳人口、20～64歳人口、20～69歳人口の推移



〔厚生年金（共済含む）＋国民年金〕
（単位：兆円）

 実績 2019年財政検証の見通し（ケースⅢ）

収入 支出  収支差引残 年度末 収入 支出  収支差引残 年度末
 うち

　保険料

 うち

　運用収入

運用収入

を除く
積立金  うち

　保険料

 うち

 運用収入

運用収入

を除く
積立金

〔厚生年金＋国民年金〕

2018年度 54.5 38.4 2.9 53.4 1.0 △1.9 211.7 

2019年度 42.2 39.2 △10.2 53.7 △11.5 △1.3 200.2 55.0 38.5 3.6 53.2 1.8 △1.8 213.3 △ 13.2 

2020年度 97.7 38.6 46.0 53.5 44.2 △1.8 245.6 55.7 39.0 3.6 53.9 1.8 △1.8 215.1 + 30.5 
(227.8) (＋12.7) 

2021年度 65.5 40.0 12.4 53.7 11.8 △0.6 257.3 56.3 39.5 3.6 54.8 1.5 △2.1 216.6 + 40.7 
(244.6) (＋28.0) 

2022年度 57.3 40.7 3.6 53.8 3.6 0.0 260.9 57.1 40.1 3.7 55.5 1.6 △2.1 218.2 + 42.7 
(257.9) (＋39.7) 

2023年度 109.8 41.6 54.8 54.6 55.2 0.3 316.1 58.2 41.0 3.8 55.9 2.3 △1.5 220.5 + 95.5 
(290.5) (＋70.0) 

年度末積立金
の見通しと実

績との差

厚生年金（共済含む）・国民年金の財政収支の状況

注１：実績の数値は、厚生年金基金の代行部分等を補正して財政検証ベースの収支にしたものであり、2019年度以前は決算ベース、2020年度以降は確定値ベースである。また、
2023年度は実績見込みである。

注２：年度末積立金の括弧（）内の数値は、収益差平滑化方式により直近５年間の時価ベースの収益を平滑化した後の積立金額である。
注３：収支状況は、基礎年金交付金及び厚生年金交付金を収支両方から除いたものを計上している。
注４：「年度末積立金の財政検証と実績の差」は、実績（財政検証ベース）から見通しを控除した数値である。

2023年度末積立金（平滑化後）の実績見込みは290.5兆円、 2019年財政検証の見通しを約7０兆円上回る。
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実質的な運用利回り（対賃金） 10年移動平均 （2001～2022年）

注１ 各基金の名目運用利回りは当該基金の公表資料による。また、GPIFは資産全体の運用利回りである。なお、AP１は2002年～2022年の移動平均値である。また、CalPERS、CalSTRS、NYSLRS、FRS、WSIB、TRSは2001年
～2021年の移動平均値である。

注２ 運用利回りは、 GPIF、 NYSLRS 、AP1～4、GPFGはコスト控除前、左記以外はコスト控除後のものである。なお、GPIFにおける2012年度以降の手数料の最大値は0.04％（2020年度）となっている。
また、各国で無リスク金利の水準が異なっていることに留意が必要。

注３ GPIFの基本ポートフォリオは、2014年10月に大きな変更があったことに留意が必要。
注４ 実質化する際に用いる賃金上昇率は、日本以外については、OECDの「国民経済計算」に基づく賃金・俸給を雇用者数及び雇用者１人当たり平均労働時間で除することにより作成し、さらに、各基金の会計年度に

合うように補正をしている。また、日本については、性・年齢構成の変動による影響を控除した標準報酬上昇率（共済組合分を含む）であり、年金改定率の基と なっているものである。
注５ 箱の横線は上からそれぞれ上位25、50、75％タイル値であり、ひげの上下端は最大値及び最小値である。
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各基金把握可能期間の10年移動平均

1.7%
1.7%

○ 国内外の市場運用を行っている年金基金等の実質的な運用利回り（10年移動平均）をみると、令和６（2024）年財政検証
における長期の前提（1.7～1.3％）を概ね上回っている。

令和６(2024)年財政検証の前提

実質的な運用利回り 1.7%～1.3%

2001～2022年の10年移動平均（注１）



2024年財政検証に用いる長期の経済前提（案）

（注１） 実質賃金上昇率及び実質運用利回り（対物価）は、経済前提の範囲（経済モデルの適用期間20年間（2034～2053年度）、25年間（2034～2058年度）、
30年間（2034～2063年度）の各期間の平均値の最小と最大の範囲）の中央値を取ったもの。少数点２桁未満は切り捨てとしている。

（注２） 実質的な運用利回り（スプレッド）は、実質運用利回りから実質賃金上昇率を控除して計算。
（注３） 参考の実質経済成長率、人口１人当たり実質経済成長率は2034年度以降30年間の平均。

実質
<対物価>

スプレッド
<対賃金>

成長実現
ケース

中長期試算

成長実現
ケースに接続

１.４ ％ ２.０ ％ ２.０ ％ ３.４ ％ １.４ ％ １.６ ％ ２.３ ％

長期安定
ケース

中長期試算

参考ケース
に接続

１.１ ％ ２.０ ％ １.５ ％ ３.２ ％ １.７ ％ １.１ ％ １.８ ％

現状投影
ケース

成長率ベースラ
イン・労働参加漸

進シナリオ
０.５ ％ ０.８ ％ ０.５ ％ ２.２ ％ １.７ ％ ▲０.１％ ０.７ ％

１人当た
りゼロ成
長ケース

一人当たりゼロ
成長・労働参加
現状シナリオ

０.２ ％ ０.４ ％ ０.１ ％ １.４ ％ １.３ ％ ▲０.７％ ０.１ ％

将来の経済状況の仮定 ＜長期の経済前提＞ 参考（推計結果）

中長期試算

ベースライン
ケースに接続

成長実現・
労働参加進展

シナリオ

実質経済成長率
人口１人当たり

実質経済成長率
労働力率

全要素生産性

(TFP)上昇率
物価上昇率

賃金上昇率
（実質<対物価>）

運用利回り
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＜実質賃金上昇率（対物価）＞

実績（2001～2022平均）▲０.３％

＜実質的な運用利回り（対賃金）＞

実績（2001～2022平均）＋３.７％

注１：前提は長期のもの。
［］内は、平成16年財政再計算は基準ケース、平成21年財政検証は経済中位ケース、平成26年財政検証はケースE、令和元年財政検証はケースⅢ

２：実質賃金上昇率の実績は、性・年齢構成の変動による影響を控除した標準報酬（共済分含む）上昇率であり、年金改定率の算出のもととなるもの
３：実質的な運用利回りの実績は、厚生年金（一元化後の共済管理分を含む）と国民年金を合わせた年金積立金全体の実績（令和４年度 積立金の管理及

び運用状況に関する報告書（厚生労働省、財務省、総務省、文部科学省））。
32

平成16年財政再計算 0.8～1.5％ ［1.1％］

平成21年財政検証 1.1～1.9％ ［1.5％］

平成26年財政検証 0.7～2.3％ ［1.3％］

令和元年財政検証 0.4～1.6％ ［1.1％］

労働生産性向上に伴い、実質賃金も
上昇することを前提に設定

賃金の低迷が「実質的な運用利回り
（対賃金）」が高い要因のひとつ

経済要素（実質賃金上昇率、実質的な運用利回り）の前提と実績

平成16年財政再計算 0.8～1.3％ ［1.1％］

平成21年財政検証 1.3～1.8％ ［1.6％］

平成26年財政検証 1.0～1.7％ ［1.7％］

令和元年財政検証 0.4～1.7％ ［1.7％］



労働生産性と実質賃金の推移の国際比較①

（資料） 「OECD.Stat（令和６年３月時点）」を用いて年金局数理課にて作成。
（注１） 賃金（マンアワーベース）については、賃金・俸給を雇用者数及び雇用者１人当たり平均労働時間で除することにより算出している。
（注２） 日本の雇用者数はOECDのデータからは取得できないため、内閣府の国民経済計算の公表値で代替している。
（注３） アメリカの2022年の労働生産性及び実質賃金（マンアワーベース）について、OECDのデータから取得できないため、2021年までとしている。
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労働生産性向上に関わ
らず、日本のみ実質賃
金は横ばい



労働生産性と実質賃金の推移の国際比較②
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（資料） 「OECD.Stat（令和６年３月時点）」を用いて年金局数理課にて作成。

（注） 賃金（マンアワーベース）については、賃金・俸給を雇用者数及び雇用者１人当たり平均労働時間で除することにより算出している。



法人企業の労働分配率の推移

35

1994
73.7%

2022
67.5%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

1994 1999 2004 2009 2014 2019

【資料】「法人企業統計調査」（財務省）

注１：法人企業統計における人件費とは、従業員給与、従業員賞与、役員給与、役員賞与及び福利厚生費の合計のことであり、付加価値額とは、人件費、支払利息等、 動産・不動産賃
貸料、 租税公課及び営業純益の合計のことである。

注２：2006年度調査以前の法人企業統計については、役員賞与は利益処分項目であったため、人件費及び付加価値には含まれていない。

【法人企業統計調査（全産業（金融業、保険業を除く））】

人件費（注１）
労働分配率 ＝

付加価値額（注１）

リーマンショック

コロナ禍

労働分配率は、リーマンショック
とコロナ禍を除けば低下傾向

（年度）



法人企業の収益等の推移

36【資料】「法人企業統計調査」（財務省）  （全産業（金融業、保険業を除く））
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法人企業の純利益、純資産等の推移

37【資料】「法人企業統計調査」（財務省）  （全産業（金融業、保険業を除く））
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雇用者全体 (2023年度時点)
5,740万人 ※70歳以上を除く

注１．｢労働力調査2023年平均｣、｢令和４年公的年金加入状況等調査｣、｢令和４年就業構造基本調査｣、｢令和３年経済センサス｣等の特別集計等を用いて推計したもの。
注２．斜体字は、｢令和３年経済センサス｣等を基にした推計値であり、他の数値と時点が異なることに留意が必要。
注３．学生等には、雇用契約期間２ヶ月以下の者（更新等で同一事業所で２ヶ月以上雇用されている者は除く）が含まれている。
注４．通常の労働者の週所定労働時間は、｢令和５年就労条件総合調査｣における労働者１人平均の値 (39時間04分) としている。

厚生年金の被保険者
（フルタイム）

4,590 万人

フルタイム
4,780 万人

適用事業所 非適用事業所
（未適用者を含む）

フルタイム
以外

960 万人

週所定労働時間
  ４分の３

うち
20時間以上

380 万人

学生等
20 万人

(注３)

うち
20時間未満

580 万人

企業規模
50人超100人以下

20 万人 70 万人
企業規模
50人以下

厚生年金の被保険者
（短時間）

令和２年改正までの
適用拡大の効果

110 万人

企業規模要件撤廃

月 8.8 万円未満

180 万人

… A

… B

10 時間未満

D

20 万人
５人以上個人
非適用業種
※短時間を含む

… A

５人以上個人事業所
の非適用業種の解消

410 万人 10~20 時間

90 万人
企業規模
100人超

賃金要件撤廃 又は
最低賃金の引上げ

月 8.8 万円

(注４)

計 １号→２号 ３号→２号 非加入→２号
①          90 40 30 20
② 200 70 90 40
③ 270 130 90 50
④ 860 380 290 200

適用拡大対象者数【万人】

５人未満個人
※短時間を含む

５人未満個人事業所 70 万人 … C

（参考） 被用者保険の更なる適用拡大を行った場合の適用拡大対象者数

38

①    90 万人 ・・・ 企業規模要件撤廃＋非適用業種の解消（A）
②  200 万人 ・・・ ①＋賃金要件撤廃又は最低賃金の引上げ（A＋B）
③  270 万人 ・・・ ②＋５人未満個人事業所（A＋B＋C）
④  860 万人 ・・・ 週10時間以上の全ての被用者へ適用拡大（D）
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１．被用者保険の更なる適用拡大を行った場合

① ： 被用者保険の適用対象となる企業規模要件の廃止と５人以上個人事業所の非適用業種の解消を行う場合（約90万人拡大）

② ： ①に加え、短時間労働者の賃金要件の撤廃又は最低賃金の引上げにより同等の効果が得られる場合（約200万人拡大）

③ ： ②に加え、５人未満の個人事業所も適用事業所とする場合（約270万人拡大）

④ ： 所定労働時間が週10時間以上の全ての被用者を適用する場合（約860万人拡大）
・試算の便宜上、2027年10月に更なる適用拡大を実施した場合として試算。

注１：給付水準調整終了後の所得代替率であり、（ ）内は給付水準の調整終了年度である。
注２：試算における人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位、入国超過数16.4万人）。

成
長
型
経
済

移
行
・
継
続

過
去
30
年
投
影

61.2％

比例：25.0％
基礎：36.2％

足下の所得代替率
（2024年度）

50.4％ （2057）

比例：24.9％ （2026）
基礎：25.5％ （2057）

57.6％ （2037）

比例：25.0％ （調整なし）
基礎：32.6％ （2037）

現行制度 適用拡大①
（90万人拡大）

将来の所得代替率

適用拡大②
（200万人拡大）

適用拡大③
（270万人拡大）

適用拡大④
（860万人拡大）

58.6％ （2035）

比例：25.0％ （調整なし）
基礎：33.6％ （2035）

60.7％ （2028）

比例：25.0％ （調整なし）
基礎：35.8％ （2028）

59.3％ （2034）

比例：25.0％ （調整なし）
基礎：34.4％ （2034）

61.2％ （調整なし）

比例：25.0％ （調整なし）
基礎：36.2％ （調整なし）

51.3％ （2054）

比例：24.8％ （2027）
基礎：26.5％ （2054）

53.1％ （2048）

比例：24.5％ （2029）
基礎：28.6％ （2048）

51.8％ （2052）

比例：24.6％ （2028）
基礎：27.2％ （2052）

56.3％ （2038）

比例：23.1％ （2038）
基礎：33.2％ （2038）

＋１．０％ ＋３．１％＋１．７％ ＋３．６％

＋０．９％ ＋２．７％＋１．４％ ＋５．９％
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２．基礎年金の拠出期間延長・給付増額を行った場合

○ 基礎年金の保険料拠出期間を現行の40年（20～59歳）から45年（20～64歳）に延長し、拠出期間が伸び
た分に合わせて基礎年金が増額する仕組みとした場合
・ 試算の便宜上、2031年度に60歳に達する者から、生年度が２年次あがるごとに１年ずつ拠出期間を延長した場合として試算。
・ 延長期間（60～64歳）に係る給付にも２分の１の国庫負担がある前提で試算している。
・ マクロ経済スライドの調整率は、現行の仕組みの場合と同じものを用いている。

注１：給付水準調整終了後の所得代替率であり、（ ）内は給付水準の調整終了年度である。
注２：試算における人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位、入国超過数16.4万人）。
注３：現行の仕組みの下で厚生年金に20歳から64歳まで45年加入した場合は、報酬比例部分の給付水準のみ、40年加入した場合の45/40倍となる。

成
長
型
経
済

移
行
・
継
続

過
去
30
年
投
影

61.2％

比例：25.0％
基礎：36.2％

足下の所得代替率
（2024年度）

＋6.9%

＋7.1%

50.4％ （2057）

比例：24.9％ （2026）
基礎：25.5％ （2057）

57.6％ （2037）

比例：25.0％ （調整なし）
基礎：32.6％ （2037）

57.3％ （2055）

比例：27.9％ （2027）
基礎：29.5％ （2055）

64.7％ （2038）

比例：28.1％ （調整なし）
基礎：36.6％ （2038）

うち40年分

57.5％ 

比例：25.0％
基礎：32.5％

うち40年分

51.0％ 

比例：24.8％
基礎：26.2％

現行制度
（40年加入モデル）

基礎年金45年化
（45年加入モデル）

将来の所得代替率
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３．マクロ経済スライドの調整期間の一致を行った場合

注１：給付水準調整終了後の所得代替率であり、（ ）内は給付水準の調整終了年度である。
注２：試算における人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位、入国超過数16.4万人）。

成
長
型
経
済

移
行
・
継
続

過
去
30
年
投
影

61.2％

比例：25.0％
基礎：36.2％

足下の所得代替率
（2024年度）

＋5.8%

＋3.6%

50.4％ （2057）

比例：24.9％ （2026）
基礎：25.5％ （2057）

57.6％ （2037）

比例：25.0％ （調整なし）
基礎：32.6％ （2037）

56.2％ （2036）

比例：22.9％ （2036）
基礎：33.2％ （2036）

61.2％ （調整なし）

比例：25.0％ （調整なし）
基礎：36.2％ （調整なし）

現行制度 調整期間の一致

将来の所得代替率

○ 基礎年金（１階）と報酬比例部分（２階）に係るマクロ経済スライドの調整期間を一致させた場合

※ マクロ経済スライドの調整終了年度の決定方法（２段階方式）を見直し、公的年金全体の財政均衡で決定する方法に変更。

なお、基礎・比例のマクロ経済スライドの調整期間を一致させるために必要となる基礎年金拠出金の仕組みの見直しについては、具体的な前
提をおいていないが、どのように見直した場合でもマクロ経済スライドの調整期間を一致させた場合の給付と負担への影響は同じ。
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注１：所得代替率への影響は、過去30年投影ケースにおける給付水準調整終了後の所得代替率への影響を示している（人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位・入国超過数16.4万人））。

過去30年投影ケースにおける給付水準調整終了後の所得代替率（比例）：［現行］24.9％（2026年度）→［高在老撤廃］24.4％（2029年度） ※（ ）内は調整終了年度

 なお、成長型経済移行・継続ケースにおいては現行制度の下で報酬比例部分の調整がかからない見通しとなっているため、所得代替率への影響を計測することができない。

注２：右表の支給停止者数における（ ）内は、65歳以上の在職老齢年金受給権者（308万人）に対する割合である。

注３：右表の支給停止者数には第２～４号厚生年金被保険者期間のみの者は含まれていないが、支給停止額には含まれている。

○ 就労し、一定以上の賃金を得ている65歳以上の老齢厚生年金受給者を対象に、当該老齢厚生年金の一部
または全部の支給を停止する仕組み（在職老齢年金制度）を撤廃した場合

  ・ 試算の便宜上、2027年度より見直しをした場合として試算。また、在職老齢年金の見直しによる就労の変化は見込んでいない。
※ 厚生年金の給付の増加により報酬比例部分の所得代替率が低下（基礎年金への影響はない）。

⇒ 働く年金受給者の給付が増加する一方、将来の受給世代の給付水準が低下する。

高在老の撤廃

所得代替率への影響

※ 基礎は影響なし

2030年度 ： 5,200億円

2040年度 ： 6,400億円

2060年度 ： 4,900億円

支給停止基準額 支給停止者数 支給停止額
支給停止基準額

見直しによる給付増

現行
[2022年度 ４７万円]

50万人
（１６％） ４,５００億円 －

５３万円
３７万人
（１２％） ３,６００億円 ９００億円

５６万円
３３万人
（１１％） ３,２００億円 １,３００億円

５９万円
２９万人
（１０％） ２,７００億円 １,８００億円

６２万円
２７万人
（９％） ２,３００億円 ２,２００億円

６５万円
２５万人
（８％） １,９００億円 ２,６００億円

撤廃 － － ４,５００億円

【参考】 65歳以上の在職老齢年金の支給停止基準額を変更した場合の影響
（2022年度末データ）

比例 ： ▲０. ５％

【参考】 高在老の撤廃による給付増
（報酬比例部分）

※ 賃金上昇率により2024年度の価格に換算したもの

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

４．65歳以上の在職老齢年金の仕組みを撤廃した場合



標準報酬月額上限
上限該当者数

※（ ）内は上限該当者の割合

保険料収入の増加額
 ※（ ）内は事業主負担分

所得代替率への影響

現行

65万円
２５９万人
（６．２％）

－ －

上限の見直し①

75万円
１６８万人
（４．０％）

４,３００億円
（２,１５０億円）

  比例：＋０．２％
  ※ 基礎は影響なし

上限の見直し②

83万円
１２３万人
（３．０％）

６,６００億円
（３,３００億円）

  比例：＋０．４％
  ※ 基礎は影響なし

上限の見直し③

98万円
８３万人

（２．０％）
９,７００億円

（４,８５０億円）
  比例：＋０．５％

  ※ 基礎は影響なし
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○ 厚生年金の標準報酬月額の上限（現行65万円）について、以下のとおり見直した場合
① 75万円（上限該当者４％相当）、 ② 83万円（上限該当者３％相当）、 ③ 98万円（上限該当者２％相当）
・ 試算の便宜上、2027年度より見直しをした場合として試算。 ・標準賞与の上限は、上限該当者の賞与の水準を踏まえ現行と同じと仮定。
・ 現行の上限該当者は６％程度。
※ 厚生年金の保険料収入の増加により報酬比例部分の所得代替率が上昇（基礎年金への影響はない）。

⇒ 上限該当者や企業の保険料負担は増加する一方、上限該当者の老齢厚生年金が増加することに加え、
将来の受給世代の給付水準も上昇する。

注１：上限該当者数は2022年度末時点における現行の上限（65万円）該当者数259万人（１号厚年のみ）を、「健康保険・船員保険被保険者実態調査（令和４年10月）」による健康保険・

船員保険の標準報酬月額等級別被保険者数の分布をもとに按分して推計。（ ）内は被保険者全体（4,200万人）に占める上限該当者の割合。

注２：保険料収入の増加額は満年度１年分。2022年度末時点におけるデータをもとに試算したもの。

注３：所得代替率への影響は、過去30年投影ケースにおける給付水準調整終了後の所得代替率への影響を示している（人口の前提は、出生低位・死亡中位・入国超過数16.4万人）。

過去30年投影ケース（出生低位・死亡中位・入国超過数16.4万人）における給付水準調整終了後の所得代替率（比例）： ※（）内は調整終了年度

［現行］23.9％（2031年度） → ［上限の見直し①：75万円］24.2％（2030年度）、［上限の見直し②：83万円］24.3％（2030年度） 、［上限の見直し③：98万円］24.5％（2029年度） 

なお、成長型経済移行・継続ケースや、過去30年投影ケース（出生中位・死亡中位・入国超過数16.4万人）においては、現行制度の下で報酬比例部分の調整がかからない（又

は調整期間が短い）見通しとなっているため、所得代替率への影響を計測することができない。

注４：見直し後の上限該当者について、令和６年度の年金額を前提として試算したもの。

（注１） （注２）
（注３） ＜参考＞

上限該当者に係る
老齢厚生年金の給付増

※10年間、見直し後の
標準報酬上限に

該当した場合の例

6.1万円/年
（終身）

11.0万円/年
（終身）

20.1万円/年
（終身）

（注４）

５．標準報酬月額の上限の見直しを行った場合
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